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一般質問

問	

新
庁
舎
建
設
事
業
に
対
す

る
訴
訟
で
、
第
一
審
と
第
二
審

の
判
決
に
お
け
る
相
違
点
を
問

う
。

答	

副
市
長　
「
第
一
審
の

名
古
屋
地
方
裁
判
所
、
第
二
審

の
名
古
屋
高
等
裁
判
所
と
も
、

ま
ず
、
公
金
支
出
行
為
の
訴
え

に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
が
地
方

自
治
法
に
定
め
る
「
相
当
の
確

実
さ
を
以
っ
て
予
測
さ
れ
る
場

合
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判

断
し
た
上
で
、
第
一
審
で
は
原

告
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
一
部

を
却
下
し
、
そ
の
余
を
棄
却
。

第
二
審
で
は
全
て
不
適
法
と
し

て
却
下
し
た
。
第
一
審
、
第
二

審
と
も
原
告
の
訴
え
に
対
す
る

裁
判
所
の
判
断
は
同
じ
で
あ
り
、

第
二
審
は
控
訴
人
の
主
張
は
採

用
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
理

由
を
さ
ら
に
付
け
加
え
た
も
の

で
あ
る
。

問	

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

事
業
の
現
状
は
。

答	

農
政
課
長　
弥
富
地
区

２
組
織
、
鍋
田
地
区
１
組
織
、

十
四
山
地
区
４
組
織
の
計
７
組

織
。

問	

活
動
組
織
を
広
域
化
す
る

こ
と
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ

リ
ッ
ト
は
。

答	

農
政
課
長　
メ
リ
ッ
ト

は
、
ま
と
ま
っ
た
金
額
が
得
ら

れ
広
範
な
活
動
が
可
能
と
な
り
、

事
務
作
業
の
軽
減
と
な
る
こ
と
。

　

デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
資
金
配
分

の
合
意
や
組
織
代
表
者
の
確
保

が
容
易
で
な
い
こ
と
。

問	

広
域
化
し
た
場
合
、
交
付

金
額
の
増
減
お
よ
び
活
動
組
織

の
方
向
性
に
つ
い
て
問
う
。

答	

農
政
課
長　
交
付
金
額

は
増
額
が
見
込
ま
れ
る
。
地
元

に
お
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
最

も
重
要
で
あ
る
。

　

協
議
会
が
立
ち
上
が
れ
ば
関

係
機
関
と
協
力
し
事
業
を
推
進

す
る
。
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問 

新
庁
舎
建
設
事
業
裁
判
の
判
決
は
？

答 

一
審
、
二
審
と
も
市
側
の
全
面
勝
訴

問
答

多面的機能支払
交付金の推進は

地域における
充分な協議が必要

▲市役所本庁舎の完成予想図

▲支払交付金による共同作業（森津地内）

６
月
議
会
の
あ
ら
ま
し

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

議
案
等
の
賛
否
状
況
一
覧

特
集
（
金
魚
の
学
校
）

お
し
ら
せ

一
般
質
問


